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新型コロナウィルス感染症対策本部が決定した「新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針」

に明記される「国民生活、国民経済の安定確保に不可欠な事業」』として、特別措置法の趣旨を尊重し、

必要な安全対策を講じたうえで実施しています。令和 5 年 2 月 10 日「マスク着用の考え方の見直し等

について」の指針に基づき、以下の様に感染対策を継続的に実施することとしました。受講者の皆様に

おかれましては以下の、ご協力をお願いいたしします。 

 

１.実施している感染防止策 

(1)参加に際してのお願い 

１)飛沫やエアロゾルの吸入防止策について 

原則としてマスクを着用し、会話はお控えください。 

こまめに水分補給するなど、熱中症対策にもご留意ください。 

２)手洗い・うがいについて 

「手洗い」や「うがい」の励行して下さい。 

３)当日の検温及び受験の自粛 

当日、検温し発熱などの風邪の症状等が見られるときは参加を辞退するようにして下さい。 

※当日の参加に不安のある方は事前にその旨を申込先に連絡して下さい。その場合、試験手数料は、返

金致します。 

４)試験員の説明の簡略化 

会話による飛沫を制限するため、今まで実施していた試験の説明を簡略します。受験にあたり配布し

ている下記のリーフレットを事前に熟読して下さい。 

①一・二級小型船舶操縦士試験 「一・二級小型船舶操縦士試験について」 

②特殊小型船舶操縦士試験   「特殊小型船舶操縦士試験について」 

５)実技試験 

①手袋を持参し、適宜着用して下さい。 

②結索用のロープを各自持参し、実技試験の結索に際し使用して下さい。 

 

(２)会場における防止策 

１)換気の徹底 

  会場に二酸化炭素濃度測定器を設置するなどして、室内の換気を徹底いたします。 

室内温度の変化が予想される場合、できるだけ過ごしやすい服装でお越しください。 

２)アルコール消毒液の設置 

 アルコール消毒液を設置していますので、会場への入場に際し、アルコール消毒して下さい。 

３)会場ごとに人数制限を設定 

密集を防止するための必要な間隔(2ｍ以上)を確保するため、会場ごとに人数を制限しています。 

４)会場への入場に際しての体調の確認 

 会場において発熱や体調を確認させて頂くことがあります。なお、感染防止の観点から参加を辞退し

てもらうことがあります。 

 

２．最新の情報 

 自粛要請に伴い、会場変更や開催の中止を余儀なくされる場合があります。 

最新の情報は、本会ホームページ「小型船舶試験・更新講習機関公式サイト」で確認して下さい。 
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